
教育委員会

事務局 こども家庭センター

こども家庭課

令和６年４月より教育委員会事務局に「南丹市こども家庭センター」を設置しました。

『妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援』を目指し、教育・母子保健と児童福祉が一体となって子育てを応援します！！

妊娠期からこども・子育て家庭に関する相談支援の窓口です。

　　　　　　　　　　　　❤左のマークが目印❤

地域のさまざまな機関や子育て支援を行う団体が連携・協力して

妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援を行います。

こども家庭センターが中核となり、ネットワーク調整を行います。

事業 相談

支援係

母子

保健係

児童
相談所

保健所

警察

療育機関

子育て発達
支援センター

NPO委託・
子育てサロン

子育てすこや
かセンター

保育所・幼稚園
認定こども園

小・中学校
高等学校
特別支援学校

医療機関

幼児教育

保育推進課

協働

【お問合せ先】

南丹市教育委員会　こども家庭センター
〒６２２-８６５１　
京都府南丹市園部町小桜町４７番地
　　平日：８:３０～１７:１５

◆幼児教育・保育推進課
　　☎０７７１-６８-００１７

◆こども家庭課
　　☎０７７-６８-００２８
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ことも家庭センターの事業の詳細

はＱＲコードからチェックしてね

★2階です



こども家庭センター“sui”で行っていること
こども家庭センターでは、妊娠や出産、こども・子育てに関する全般の相談、

こどもの手当や医療費、保育所・こども園・幼稚園の入所（園）の手続き、

虐待や貧困、ヤングケアラー等の問題を抱えたこどもに関する相談・情報をお受けしています。

◆妊娠届・母子健康手帳交付

　妊娠届出時に面接の上、母子健康手帳・妊婦健康診査公費
負担受診券や妊婦歯科健診・産婦健診・新生児聴覚検査・1か
月児健診受診券を交付します。

◆伴走型相談支援
　妊娠中及び出産後に面談や相談・情報発信を行い、必要な

支援につなげます。

◆たまぴよくらぶ

　妊娠・出産について交流したり、助産師さん等専門職のお
話を聞いたり相談することができます。

◆マタニティ訪問
　妊婦さんのご家庭に訪問し、出産後の生活のアドバイスや

支援サービスについてお伝えします。

◆家庭訪問（赤ちゃん訪問等）

　妊産婦・乳幼児がいるご家庭を訪問し、赤ちゃんの成長発
達の確認、育児相談等をお受けします。

◆産後ケア事業

　お母さんと赤ちゃんのケアや授乳指導・育児相談等を受け
る事ができます。(自己負担あり)

◆乳幼児健康診査
　乳児前期健診、乳児後期健診・　1歳8か月児健診、　
2歳5か月児健診、3歳5か月児健診を行っています。

◆離乳食教室

　離乳食の進め方についてアドバイスを行います。調理実習、
試食も行います。

◆子育て相談

　身長・体重等の計測や離乳食の進め方の相談等、子育ての
相談をお受けします。

◆1歳すくすく教室
　幼児期の遊び・幼児食・歯みがきについてのアドバイスしま
す。

◆ハッピー親子講座『クローバー』
幼児期の心理について、心理士の講話と遊びの実践を行うシ

リーズ式の教室です。小児科医のお話の回もあります。

◆南丹市出産・子育て応援ギフト
　妊娠届出時・赤ちゃん訪問時に申請を受け付けます。南丹

市商工会商品券を支給します。

◆不妊治療費等給付事業

　不妊治療にかかる医療費を一部公費負担します。

◆未熟児養育医療費給付事業
　入院が必要な新生児の医療費を一部公費負担します。

◆風しん予防接種費用助成事業
　妊娠を希望する女性等に予防接種に係る費用の一部を助

成します。

◆家庭児童相談窓口

子育ての悩み、不安、虐待してしまいそうなど保護者の

悩みやこども自身からの悩みについて、相談を受け必要

な支援につなぎます。

◆子宝祝金
　子どもの出産を祝福し、祝金を支給します。

◆児童手当

　中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給し

ます。　

◆子育て手当
　5歳未満の子どもを養育している方に手当を支給しま
す。

◆入学祝金

　子どもの小・中学校入学を祝福し、祝金を支給します。

◆京都子育て支援医療費助成・すこやか子育て医療費助

成
　0歳から高校卒業までの子どもの入院・通院にかかる医
療費（保険診療分のみ）を助成します。

◆児童扶養手当
　父子・母子家庭等あるいは父または母が国民年金1 級
障害程度の状態にある家庭に、児童扶養手当を支給しま

す。

◆ひとり親家庭医療費助成

　ひとり親家庭の方を対象に、医療を受けた場合の保険

医療費の自己負担額を助成します。

◆母子家庭奨学金　

　母子家庭に、教育または養育に必要な費用を支給しま

す。

◆保育所・こども園・幼稚園

　入所（園）の手続き、保育料の算定などを行います。

◆一時保育

　産前産後や里帰り期間など一時的に保育が必要な方が

利用できる制度です。

◆病児保育

　病気などで保育所が利用できない時に預かることがで

きる制度です。

◆ファミリー・サポート・センター事業

　子育ての「援助を受けたい人」（おねがい会員）と「援助

を行いたい人」（まかせて会員）を結ぶ会員組織です。地

域の中で子育てを援助します。

◆子育てすこやかセンター・子育てつどいの広場事業

　親子が気軽に集い、遊びやふれあいをとおしてコミュニ


